
!３ 配当所得の課税状況

区 分
一 般 課 税 分 非 課 税 分

人 員 支 払 金 額 源泉徴収税額 人 員 支 払 金 額

利益又は利息の配当、剰余金の分配、
基金利息の分配、特定証券投資法人の
投資口の配当等
公募・私募証券投資信託の収益の分配
及び特定株式投資信託の収益の分配

人 千円 千円 人 千円

※ ２，７６９，８１４ １４８，４２３，３２５ ２９，６８４，６６５ ９，０２１ ６，７９１，８７８

－ １２１，５００ １８，３０１ － １，０６６

計 － ※ １４８，５４４，８２５ ２９，７０２，９６６ － ※ ６，７９２，９４４

調査対象等：配当等の支払者から平成１３年４月３０日までに提出された「法定資料の合計表（支払調書）」及び平成１２年２月から平成１３年１月までに
提出された「配当等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

（注） この表の「人員」に関する部分は、標本調査に基づく推計値である。

!４ 上場株式等の譲渡所得等の課税状況

区 分 譲 渡 利 益 金 額 源 泉 徴 収 税 額

千円 千円

信 用 取 引 等

転 換 社 債 等

そ の 他 上 場 株 式 等

３２，１５７，７５０ ６，４３１，５５０

１，３８４，３７５ ２７６，８７５

１２１，４９２，２４０ ２４，２９８，４４８

計 １５５，０３４，３６５ ３１，００６，８７３

調査対象等：平成１２年２月から平成１３年１月までに上場株式等の譲渡の対価の支払者から提出された「上
場株式等の譲渡利益金額の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

!５ 報酬・料金等所得の課税状況

区 分 人 員 支 払 金 額 源泉徴収税額 １２ 年 ／ １１ 年

人 千円 千円 ％
原稿料、作曲料、放送謝金、講演
料 等 の 報 酬 又 は 料 金
弁護士、税理士等の報酬又は料金

診 療 報 酬

法第２０４

条 該 当
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$

職業野球の選手、騎手、外交
員 等 の 報 酬 又 は 料 金
芸能等についての出演・演出等の
報 酬 又 は 料 金
バー、キャバレーのホステス
等 の 報 酬 又 は 料 金
契 約 金 ・ 賞 金

小 計

法第２０３条の２該当（ 公 的 年 金 等 ）
法第２０７条該当（生命保険契約等に基づく年

金）
法第１７４条該当（芸能人の役務提供法人等の

報酬又は料金）

２３０，４８３ ２４，９７５，８７２ ２，６１９，５６８ １０５．３

３９１，８１８ １８０，９２２，５１１ ２２，６５９，５７８ ９９．２

１４，４７０ ２９５，４７６，６８５ ２６，４６３，３０２ ９７．９

１７８，９８５ ２３５，８７３，７５６ １２，９８９，９７４ ９８．４

９，４０９ ７，３２１，７２３ ７４９，０９２ １０３．１

１３，１２０ １１，２４０，２０８ ４４９，６９７ １０３．１

１，５７７ ６，０５１，７０３ ２３１，４６４ １０１．４

８３９，８６２ ７６１，８６２，４５８ ６６，１６２，６７５ ９８．８

２６８，０９８ ３６９，０３１，７７１ １，１９９，８７５ ９７．３

７３，９３９ ２６，４１３，５８８ ９６，８１６ ９８．３

１，９４８ ９，５３７，７５８ ８７０，８４３ １０１．９

計 ※ １，１８３，８４７ ※１，１６６，８４５，５７５ ※ ６８，３３０，２０８ ９８．８

災害減免法により徴収猶予したもの － － － －

調査対象等：報酬・料金等の支払者から、平成１３年４月３０日までに提出された「法定資料の合計表（報酬・料金等の支払調書）」及び平成１２年２月
から平成１３年１月までに提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

（注） この表の「人員」に関する部分は、標本調査に基づく推計値である。

３ 源泉所得税

５６



源 泉 分 離 （ 選 択 ） 課 税 適 用 分 合 計

人 員 支 払 金 額 源泉徴収税 額 支 払 金 額 源泉徴収税 額 １２ 年 ／ １１ 年

人 千円 千円 千円 千円 ％

４，４８３ １，４８０，７８２ ５１８，２７４ １５６，６９５，９８５ ３０，２０２，９３９ １０３．２

－ １４５，２６３ ２１，８５９ ２６７，８２９ ４０，１６０ ３７．１

－ ※ １，６２６，０４５ ５４０，１３３ ※ １５６，９６３，８１４ ※ ３０，２４３，０９９ １０３．０

!６ 非居住者等所得の課税状況

区 分 人員

支 払 金 額
源泉徴収
税 額

左のうち租税特別措置法又は租税条約により課税の
軽減を受けたもの

課税分 非課税又
は免税分 総 額 適用の内容 人員 支払金額 源 泉 徴

収 税 額

人 千円 千円 千円 千円 人 千円 千円

公 社 債 ・ 預 貯 金 の 利 子 等 － １，２１３，６３８ － １，２１３，６３８ １１５，０８１ 租税特別措置法又は租税
条約の適用を受けたもの － － －

利益又は利息
の配当、剰余
金の分配、基
金利息の分
配、特定証券
投資法人の投
資口の配当
等、公募・私
募証券投資信
託の収益の分
配及び特定株
式投資信託の
収益の分配
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一 般 分

源泉分離選択課税分

小 計

４９，８０９ ８，１６４，９３６ １，３５６，０９３

９１ １１，４３９ １，７１５

４９，９００ ８，１７６，３７５ １１４，７９５ ８，２９１，１７０ １，３５７，８０８ 租税条約の適用を
受けたもの １６，９２３ ５，５１２，８６５ ８２５，５８８

匿名組合契約に基づく収益の分配

給 料 ・ 賞 与 等

退 職 所 得

役 務 の 報 酬

工業所有権その他の技術に関する権利
等の使用料又はその譲渡による対価
著 作 権 の 使 用 料 又
は そ の 譲 渡 に よ る 対 価

貸 付 金 の 利 子

不動産、採石権の貸付、租鉱権の設
定又は航空機、船舶の貸付による所得

機 械 等 の 使 用 料

土 地 等 の 譲 渡 に よ る 対 価

人 的 役 務 提 供 事 業 の 対 価

生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金

賞 金

－ － － － －

４，２２９ ２，８３７，００３ ２，６２１，３８２ ５，４５８，３８５ ５２４，８６３ 租税条約の適用を
受けたもの － － －

５４ １８８，０３４ １，７５５ １８９，７８９ ３４，７９６ 租税条約の適用を
受けたもの － － －

３，６２３ ２，１１３，７１６ ４６８，４２２ ２，５８２，１３８ ４００，８１１ 租税条約の適用を
受けたもの － － －

４２２ ２６，２４４，９３２ １８１，７２４ ２６，４２６，６５６ ３，１９２，５２０ 租税条約の適用を
受けたもの ３０６ ２２，２８５，３３３ ２，４３４，５０３

３３ ９３，２３８ － ９３，２３８ １０，８７６ 租税条約の適用を
受けたもの ３０ ７７，６８３ ７，７６５

２９ ２４，５７７ － ２４，５７７ ２，１４１ 租税特別措置法又は租税
条約の適用を受けたもの ２６ ２２，６６３ １，７５８

４６４ ５０９，２６２ － ５０９，２６２ １００，１５１ 租税条約の適用を
受けたもの ８ ７，６４３ ７６４

６ １０４，０２４ － １０４，０２４ １０，７２３ 租税条約の適用を
受けたもの ４ １００，８２８ １０，０８３

１１ ４５８，９３９ － ４５８，９３９ ４６，００１

３４８ ６１６，７４０ ５３，７０８ ６７０，４４８ ９５，８９５ 租税条約の適用を
受けたもの １１ ２２４，０６４ ２２，４０６

３６２ １５８，５０５ － １５８，５０５ ２，６６９

２３ ５４，２６７ － ５４，２６７ ８，５０５ 租税条約の適用を
受けたもの － － －

合 計 － ４２，７９３，２５０ ※３，４４１，７８６ ※４６，２３５，０３６ ※５，９０２，８４０ 計 １７，３０８ ２８，２３１，０７９ ３，３０２，８６７

調査対象等：平成１３年４月３０日までに非居住者等の給与等の支払者から提出された「法定資料の合計表（非居住者等に支払われる給与等の支払調書）」
等に基づいて作成した。

（注） この表の「公社債、預貯金の利子等」は実績値であるが、その他の部分は標本調査に基づく推計値である。

３ 源泉所得税

５７




